
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

5入力処理
一L

5－1 障害状態確認届の上部と診断書部分の分離

口2.審査による確認後は､障害状態確認届の上部と診断書を切り離す。

口現況届の上部を切り離した障害状態確認届は､様式別ﾚﾝﾄｹﾝフィルム

添付有無別に整理し､処理票に件数を記入のうえ､認定依頼のために保

管しておく。

①ただし､返戻分及び定斯支払が差止めとなっているものは除く｡なお､障害

状態確認届が遅延して提出された場合は差止めとなるので､この差止めを

解除するには提出指定日から4月以前の場合は､上部をキーツー入力へ回

付することにより､差し止め解除処理が行われることとなる｡また提出指定日

から4月間を経過したものの差止めを解除する場合は､オンラインで入力す

る。

②診断書を障害状態確認届以外のもので提出された場合(新規請求用の診

断書など)は､障害状態確認届の上部がないので､当該部分を手書き作成

し､診断書下部に年金証書の基礎年金番号･年金ｺｰド､生年月日等を記

入し､他のものと同様に進める。

2.審査による確認後は､障害状態確認届の上部と診断書を切り離す。

現況届の上部を切り離した障害状態確認届は､様式別ﾚﾝﾄ状ﾝフィルム

添付有無別に整理し､処理票に件数を記入のうえ､認定依頼のために保

管しておく。

ロロ

5－2障害状態確認届の差止解除データの回付

(1)差止解除データの回付

ロ障害状態確認届の提出があったため差止解除をする場合は､入力に次

のデータを回付する。

ア障害状態確認届の上部

イ定められた様式以外の様式により提出されたものは､手書きにより作

成した上部

ロ回付デｰﾀは､届書200件ごとに整理票を添付して,束とし､キーﾂｰ入
力へ回付する。

ロ障害状態確認届の提出があったため差止解除をする場合は､入力に次

のデータを回付する。

ア障害状態確認届の上部

イ定められた様式以外の様式により提出されたものは､手書きにより作

成した上部

ロ回付データは､届書200件ごとに整理票を添付して1束とし､キーツー入

力へ回付する。

①差止解除(作成原因｢26｣)の回付は原則として週1回行う。

②障害状態確認届の提出者について､差止解除データが入力に回付され

たものは､差止解除者として処理され､未提出者については､差止の処理が

行われる｡この場合､原簿上の差止表示は､提出指定日の翌月の諸変更

一括処理の際'二行われる。

③回付したデータのうち､不備等で返戻されたものは､補正のうえ､オンライ

ンで入力する。

一

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届
5入力処理
ー

5－3障害状態確認届認定終了後の事務

口年金給付受付システムに｢認定済(増額)･(減額)･(停止)･(継続)｣を登

録する。

口認定結果に応じ､次のとおり処理を行う。

(1)支給継続

障害認定の結果､障害の程度が従前と同等級である場合､「支給継続｣として処

理する｡障害関係の原簿を変更するもの(作成原因｢34｣)及び次回の障害状態確

認届の提出時期をお知らせするためのデータ(作成原因｢35｣)をキーツー入力委託

業者あて回付する。

(2)改定

障害認定の結果､障害の程度が従前と異なる障害等級である場合は､「改定｣と

して処理する。

①増額改定をすべきもの

ア提出指定日までに障害状態確認届が提出された場合は､提出指定

日の属する月の初日を改定年月日とする。

イ提出指定日の翌日から1年以内の現症日の障害状態確認届が提出

された場合は､現症日の属する月の初日を改定年月日とする。

ウ提出指定日の翌日から1年経過した現症の障害状態確認届が提出さ

れた場合は､未提出となっている各年の障害状態確認届の提出状況や

障害の状態の推認の可否に応じて処理をする。

具体的な取扱いは【給付指2017-7】｢障害状態確認届が指定日の

翌日から3か月を超えて提出された場合の取扱いjを参照すること。

②減額改定をすべきもの

ア提出指定日までに障害状態確認届が提出された場合は､提出指定

日の翌日から起算して3月を経過した日の前月の初日を改定年月日と

する。

イ提出指定日から3月以内に障害状態確認届が提出された場合(提出

指定日から3月以内の現症日の障害状態確認届が提出指定日の翌日

から3月を超えて1年以内に提出された場合を含む)は､提出指定日の

3月を経過した日の初日を改定年月日とする。

ウ提出指定日の翌日から3月を超え1年以内の現症日の障害状態確認

届が提出された場合は､現症日の属する月の初日を改定年月日とす

る｡

エ提出指定日の翌日から1年経過した現症日の障害状態確認届が提

出された場合は､未提出となっている各年の障害状態確認届の提出状

惨照】

【給付指2011-31
4］「障害の現状に関する
届出により増額改定また
は滅額改定となった場合

の診査臼事務取扱の変更
（指示・依詞」

【参照】

【給付指20j7-7]｢障
害状態確認届が指定日の
翌日からSか月を超えて
提出された場合の取扱い」
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

5入力処理
ー

況や障害の状態の推認の可否に応じて処理をする。

具体的な取扱いは【給付指2017-7】｢障害状態確認届が指定日の

翌日から3か月を超えて提出された場合の取扱い｣を参照すること。

③改定データ(作成原因｢56｣)を作成し､決裁を受けて中央年金センター支払

Gへ回付する。

(3)支給停止

障害認定の結果､障害の程度が国年令別表又は厚年令別表第1に該当しない

場合は､｢支給停止｣として処理する。

①支給停止をすべきもの

ア提出指定日までに障害状態確認届が提出された場合は､提出指定日

の翌日から起算して3月を経過した日の前月の初日を停止年月日とす

る。

イ提出指定日から3月以内に障害状態確認届が提出された場合(提出指

定日から3月以内の現症日の障害状態確認届が提出指定日の翌日から

3月を超えて1年以内に提出された場合を含む)は､提出指定日の3月を

経過した日の初日を停止年月日とする。

ウ提出指定日の翌日から3月を超え1年以内の現症日の障害状態確認

届が提出された場合は､現症日の属する月の初日を停止年月日とする。

工提出指定日の翌日から1年経過した現症日の障害状態確認届が提出

された場合は､未提出となっている各年の障害状態確認届の提出状況や

障害の状態の推認の可否に応じて処理をする。

具体的な取扱いは【給付指2017-7】｢障害状態確認届が指定日の翌

日から3か月を超えて提出された場合の取扱い｣を参照すること。

②支給停止データ(作成原因｢51｣)を作成し､決裁を受けて中央年金センター

支払Gへ回付する。

(4)失権

障害者であることを受給要件としている遺族基礎年金．遺族厚生年金の受給権者

が､障害認定の結果､国年令別表の1級及び2級に該当しない場合は､「失権｣とし

て処理する。

①失権とすべきもの

ア 提出指定日までに障害状態確認届が提出された場合は､提出指定

日の翌日から起算して3月を経過した日の前月の初日を失権年月日と

する。

イ提出指定日から3月以内に障害状態確認届が提出された場合(提出

指定日から3月以内の現症日の障害状態確認届が提出指定日の翌日

から3月を超えて1年以内に提出された場合を含む)は､提出指定日の

3月を経過した日の初日を失権年月日とする。
’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

5入力処理

ウ提出指定日の翌日から3月を超え1年以内の現症日の障害状態確認

届が提出された場合は､現症日の属する月の初日を失権年月日とす

る。

工提出指定日の翌日から1年経過した現症日の障害状態確認届が提

出された場合は､未提出となっている各年の障害状態確認届の提出状

況や障害の状態の推認の可否に応じて処理をする。

具体的な取扱いは【給付指2017-7】｢障害状態確認届が指定日の

翌日から3か月を超えて提出された場合の取扱い｣を参照すること。

②失権データ(作成原因｢50｣)を作成し､決裁を受けて中央年金センター支払

Gへ回付する。

(5)諸変更

障害認定の結果､改定･支給停止･失権以外で次の諸変更があるものは､変更デ

ータ(作成原因｢34｣)を作成し､毎月決裁を受けて入力に回付する｡（診断書の下

部を利用してデータとする｡）

①診断書様式に変更のあるもの又は診断書ｺｰドの追加のあるもの

②傷病名に変更又は追加のあるもの

③症状固定､未固定状態に変更のあるもの

ア等級の号の変更

イ永久固定､5年有期固定､4年有期固定､3年有期固定､2年有期固定、

1年有期固定､未固定の変更

可
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 匿塞雪
第7章障害状態確認届

5入力処理
－

5－4認定結果の入力処理。データ作成

障害年金センターからの回付を受けたものは､下記の処理を行う。

(1)認定結果の入力･データ作成

口支給継続のものについては､データ(作成原因｢34｣･｢35｣)をキーツー

入力する。

口増額改定､減額改定豊支給停止のものについては､自庁作成データを作

成する。

口支給継続のものについては､データ(作成原因｢34｣･｢35｣)をキーツー

入力する。

口増額改定､減額改定豊支給停止のものについては､自庁作成データを作

成する。

(2)年金給付受付システムへの登録
↑

’’ 口年金給付受付システムに｢処理完了｣を登録する。口年金給付受付システムに｢処理完了｣を登録する。

’
－

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第ア章

障害状態確麓届瀧

6．事後処理

’
１

B■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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磯密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

6事後処理

6－1 障害年金審査支援ツールへの登録

’’ 【参照］

障害年金審査支援ツール

の操作マニュアルについ
ては､聡付指2016-67]
別添1参照

口認定結果を障害年金審査支援ツールへ入力すること。

’
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匿壼ヨ機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

6事後処理
一

I

6－2編綴･保管

’’ 口定期的に箱詰めし､保管する。

6－3提出勧奨

’’
口機構本部(高井戸)から差止め者に対して差止め者分の現況届(診断

書)を送付し提出勧奨を行う。

提出指定日までに障害状態確認届が提出されない場合､提出指定日の属す

る月の翌月後､最初に到来する定期支払分から障害状態確認届の提出がある

まで年金の支払いを一時差止めるとともに､「年金の支払を一時止めることにつ

いて〔お知らせ〕｣又は｢障害状態確認届の提出について〔督促〕｣のお知らせ文

書を､リーフレット等を同封のうえ年金受給権者あて送付する。

6－4通知送付

｜

’

口障害認定の終了した年金受給権者に対し､次回の障害状態確認届の提

出時期等をお知らせが送付される。

①支給継続者は、次のデータを入力に回付することにより､「次回の診断書の提

出について(お知らせ)｣(ハガキ)が送付される。

ア諸変更データ(作成原因｢34｣､診断書の原議を入力データとする｡）

イ全く変更のないもの(作成原因｢35｣､診断書の原議を入力データとする｡）

②年金額改定者は､改定データ(作成原因｢56｣)を中央年金センターに回付

することにより､年金支給額変更通知書が送付される。

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

6事後処理
■■

6－5各種統計

’
口障害状態確認届の処理状態等を把握するため次のとおり統計を作成す

る。

口障害状態確認届の処理状態等を把握するため次のとおり統計を作成す

る。

①提出状況

②認定結果別状況

③諸変更データ回付状況

④検診｡日常生活状況調査実施分にかかる処理状況

’’
－－

[－■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

h
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

7 旧三共済にかかる障害状態確認届の事務処理
■

7 旧三共済にかかる障害状態確認届の事務処理

旧三共済にかかる障害共済年金については､平成9年4月に障害厚生年金に統

合され､その給付事務を平成11年4月より行っている｡旧三共済にかかる障害状態

確認届の審査事務については､受給者数が障害厚生年金と比べ少ないこと､改定

が行なわれれば､障害基礎年金の決定処理が必要になってくることより､障害厚生

年金とは別に､処理を行っている。

主な事務処理は､前ページまでに記載している障害状態確認届の事務処理工程

に沿って行うが､障害基礎年金や障害厚生年金の事務処理と相違する点は次のと

おりである。

(1)診断書の様式

旧三共済にかかる障害状態確認届は､旧法､新法の区別がなく全て新法様式で

送付される。

(2)受付～審査

旧三共済現況については､処理件数が少ないため差止解除データの回付は行わ

ず､オンライン入力で26処理を行う。

(3)旧三共済にかかる障害状態確認届認定終了後の事務

①支給継続

支給継続となったものは､全て作成原因｢34｣のオンライン入力を行い､事前

通知を受給者にお知らせする。

②改定

旧三共済の1370原簿は､基礎年金画面を有していないため､2級以上の障

害厚生年金受給者は､ 1350年金の障害基礎年金原簿を持つこととなる｡この

ため新法で増額改定となった者のうち､障害基礎年金の受給権を有しないも

の(過去に障害等級が2級以上ないもの)は､障害基礎年金の決定処理をオン

ライン入力により行う。

また､2級以上の受給者にかかる改定処理について､1370原簿の改定デー

タの回付は､中央年金センター共済年金業務Gへ､1350原簿の改定データの

回付は支払Gへそれぞれ同サイクルで行う。

③失権

旧三共済の遺族厚生年金のうち旧法受給者分ついては､障害認定の結果、

3級不該当になった場合失権する｡（国共済法91条公共企業体職員組合法

60条）

一
ー
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■機密性2完全性2可用性2喋務品質管理部ノ

’ 第S章障害年金以外の陣害認壼事務

■

【結果の通知】

障害年金センターは､「障害状態及び因果関係の認定結果について(回答)｣(様式第2
号)を用いて､障害の程度を審査した結果を事務センターに回答する。

｜

I

■’
一一

385

目的 障害年金以外に障害の程度を審査する場合の事務

【事務処理】

①
②
③
④
⑤
⑥

事務ｾﾝﾀｰより､｢障害状態及び因果関係の認定について(依頼)｣(様式第1号)(以下、
｢様式第1号｣という｡）により､障害認定が依頼される｡様式第1号にて障害年金センターに
依頼される事務は次のとおりである。
①旧法厚生年金老齢年金の請求者又は加給年金対象者の障害認定(新規請求時）
②老齢厚生年金の加給年金対象者の障害認定(新規請求時）
③遺族厚生年金の子又は孫の障害認定(新規請求時）
④遺族厚生年金の死亡者の因果関係認定(新規請求時）
⑤遺族基礎年金の子の障害認定(新規請求時）

⑥特別障害給付金の障害認定(新規請求時､額改定請求時､現況届時）

謎一・〃I士･病室謎-し､′々－1－強ハデ圭飾1 ‐ｧ心桑r司藩椎茸磁性今の辛の暗室索壼(薪福請乗

’

概要



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

’ﾛ■■■■－

第圏章

臆害年金以外鋤障害認定事務

第圏章

臆害年金以外鋤障害認定事務

利．受付利．受付

』

386
障害年金審査業務マニュアル



匿霊ヨ機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
1 受付

’

1－1 受付処理

障害年金センターに送付された届書･進達票については､委託業者が以下の手

順のとおり受付処理を行い､障害年金センター担当者(担当G)へ引き継ぐ。

(1)受付印の押印

’ 口受付印(赤色)を押印する。
事務センターから送付された届書･進達票については､記載された内容に相

●

違がないか確認の上､受付印を押印し､届書ごとに仕分ける。

(2)年金給付受付システムへの登録

’
□【年金給付】受付進捗管理システム(以下、「年金給付受付システム｣と

いう｡）に｢進達受付｣の登録を行う。

(3)障害年金センター担当者への引継ぎ

’I
口受付処理が完了した届書については､障害年金センター担当者(担当G)

へ引継ぎを行う。

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

1 受付

1－2引継ぎ書類の確認

口受付処理が完了した｢障害状態及び因果関係の認定について(依頼)」

（様式第1号)(以下、「様式1号｣という｡）について､書類の件数を確認の

上､引継ぎを受ける。

口受付処理が完了した｢障害状態及び因果関係の認定について(依頼)」

（様式第1号)(以下、「様式1号｣という｡）について､書類の件数を確認の

上､引継ぎを受ける。

【参照】

電子媒体(CD、DVD
等)の取扱いについては、

飴付指2017-129】
※及び
【給付指2017~170]
※参照

＜注意＞

障害年金請求等に関する電子媒体(CD･DVD等)が提出された場合には､受

付した年金事務所･事務センターで検疫PCを用いて検疫作業を行い､検疫済み

のデータが､■■■■に格納される。

障害年金センター担当者(管理G)は､格納されたデータを担当Gに回付するこ

と。

’
障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
1 受付

■■■■■■

【障害状態及び因果関係の認定について(依頼)(様式第1号)】

様式第1号

平成年月 日

障害年金センター グループ

事務センター年金給付グループ

障害状態及び因果関係の認定について(依震）

標記について､下記の者にかかる認定をお願い致します。

1．請求者氏名(受給者氏名）

2.基礎年金番号

(特別障害給付金受給黄格者番号 ）

3.請求等の種類(該当するものに○をする｡）

(1)障害状態の認定（診断書の種類：

厚生年金老齢年金(旧法） ［請求者・ 加給年金対象者

）

〕

老齢厚生年金の加給年金対象者

遺族厚生年金請求者である子又は孫

遺族基礎年金請求者である子

（新規 ・額改定 ‘ 定時 〕特別障害給付金

(2)因果関係の認定

1（
在職中に初診日があ
る傷病との因果関係

障害厚生年金等(3綱受給中の
鶴病との因果関係

4.備考

障害年金審査業務ﾏニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第織章

砿室年金以外の障害霧定事務

第織章

砿室年金以外の障害霧定事務

2．審査2．審査

句

390
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
2審査

』■

2－1 審査

(1)氏名の確認

’’
口様式1号に記載されている請求者氏名(受給者氏名)が診断書の氏名と

合致していること。

(2)診断書の確認

｜

’
口添付されている診断書(死亡診断書を含む｡以下同じ｡）に必要事項が

記載されているかを確認すること。

2－2障害年金審査支援ツールへの登録

口障害年金審査支援ツールへ年金給付受付システムの受付データを取り

込み､請求者の基本情報(制度請求区分､診断書種別等)の入力を行

うこと。

【参照】
障害年金害査支援ツール

の操作マニュアルについ
ては、 【給付指
2016-67】別添1参照

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

く

＝

麓轌章

障害年金以外的障害認定事務

麓轌章

障害年金以外的障害認定事務
－．＝一一

S.認定S・認定
’

’
392
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
3認定

■■■■■■
璽

3－1障害年金審査支援ツールへの登録

｜
’’

口障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力すること。

【参照】

障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ
ては､【給付指2016-67]
別添1参照

3－2認定の事前準備

(1)障害状態認定調書の作成

’’ 【参照】

精神障害については、 【給
付指2016-67】「別添5

精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領」P5参照

①作成した認定調書は診断書の上側にホチキス留めすること。

②認定調書､診断書､添付書類の順にホチキスでとめる。

③複数回の認定を行う場合は､原則認定ごとに新しい認定調書等を作成する

こと｡なお､例外的に同じ認定調書等を複数回の認定に使用する場合は､認定

結果が区別できるよう記入すること。

④診断書の記載内容等を確認し､障害等級の目安､障害認定医への確認事

項等を認定調書に記入すること。
【参照】

認定調雪への記載事項等
は､【障改指2016-細｢別
添1障害年金センター
設置後の障害認定及び因
果関係認定にかかる事務
取扱」を参照

(2)障害状態認定調書に必要事項の記載

①老齢厚生年金等の年金給付

I’
口新法･旧法の別､認定対象者の属性等を認定調書の余白に記入するこ

と。

惨照】
認定依頼に係る事務取扱

については、【給付指
2016-67】別添4を参照

②特別障害給付金

’
’ □「特別障害給付金｣の認定であることを認定調書の余白に記入すること。

③遺族年金の因果関係の認定

認定調書の余白に因果関係の認定である旨を記入すること。

認定調書の事務連絡桶に｢死亡の原因となった傷病名｣、「在職中に発

病日又は初診日のある傷病名｣、｢障害厚生年金等(3級)受給中の傷病

名｣、「死亡年月日｣、「資格記録｣等を記載する。

□
□

(3)総括表の作成

’’
□ 「総括表｣を作成すること。

口総括表に審査依頼件数を記入すること。

総括表に表示する番号は｢認定年月日一障害センターｺｰド(70～89)-枝番」

とする。

一

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

3認定
q

(4)年金給付受付システムへの登録

|ロ年金給付受付ｼｽﾃﾑに｢認定中｣の登録を行う。口年金給付受付システムに｢認定中｣の登録を行う。

’

’

哩

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
3認定

【総括表】

総括表 別紙1

Np

l l 担当も一’L

「nJi
て､別霊のとおり琴壷したことを萱歴する。以下の届書等につい

■■■■

平成年 月 臼

件一手塞
鼓
毒 翫酋傳良》言

チニゥク雲免
審査迩羅特数
．冒誕■色率

小計届書等 I垂依願件敷 王書尭了除数

(嶺考）
断鯉竪定

0 0

■

両埋定
0 0

その他
、0

）（

その他
0 0

）〈

その他
0 0

（ 】

合計 0 00 00

ﾁｪｯｸ期にゾを璽入すること。※＄鯉定鯛書等篝に押印のある墹合は､決銭(専決>者は.漣定則窪等に望定印が押印されているか砿腿し
※2浅葱〈専湊)君は､各掴の件数力症しいか試哩し.ﾁｪｯｸ制に'を麗入すること，
※3渋鋼土理宝冨単位で行うこと。

【総括表(記入例)】

別紙1(記入例）

日毎に行ってく
腿定調獲導に腿定内容が正しく記殴されていることを確浬した
上で塑定医印を押印してください．

＜
以下の届書等について.別添のとおり毒交したことを硫潔する。

|需灘蕊離識認識｡， ’

腿定調書評に鯉定内容が正しく肥殴されていることを確翠した
上で塑定医印を押印してください．

蕃菱依籾件数を記入してください．

（前回審壷担綴となっているもQも含む辱）

| 麗定瓢 ｜謹懸’
淡龍【専践r橿
一ｸ重峯B哩定印 印がなく．

のある埋合

鶴響認
棚に′を記圃函》

掴

9

毒

月 1日

[XZ_’
俄血《耳望}霊
…ｸ蜜室生

審壷躯綬件数
9急唾台唖

小醗囲蚕等 杢完了件数

(鴫】1
､

30

4

F
1

40’
競規避定

、’
２

再腿定

＝

|職瀞餓＝
一一 中耳

その日に審査が軽わらなかった
件数を肥入してくださいロその他

0

（ ）

その他

0

（ ）

審誰が完了した件数を記入してください直
(前回審登継続となっているものも含む!,） ’, |；その他

（ ） ｢－ ｜ I ｜ ’

F~｢ﾃ|zl ｡l"-j｡ ’ ゾ36

一旬

31

立

志叶

一＝

42

三

器筐とこと胆定胴害専毎に押印のある埋合は､決裁〈専決)者は､肥定鯛書諄に鯉定印が押印さｵTているか砿鰯し､ﾃｪﾂｸ棚に‘を記入す
決銭〈専決)者は､各樹の件数が正しいか蔵隠し､ﾁｪｯｸ掴にヅを記入すること．
淡較吐窪室ヨ篝で行うこと．

．１
２
３

※
燕
※

－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

3認定
■

【障害状態認定調書作成例】 （障害認定）
(潮騒31(潮騒31鰻富性2完全性塾可用は2〔貯古年宙条儀蔵戴室】鰻富性2完全性塾可用は2〔貯古年宙条儀蔵戴室】

|礒害状態認定澗祷《訴鯉擢定蹄）

『【､鐘か鞍塗野』 ～

~

⑲座竃か.子･夢の駆克か』

付全』葺.辿定封戴密鋤屋健

⑲座竃か.子･夢の駆克か』

付全』葺.辿定封戴密鋤屋健

【繭毎語遍入部1【繭毎語遍入部1

一I麓呼町謬寺歯輔‘も由8町下尤毎.6”ど衝き兵頭声

｜外廠》

一〆 漣4雨季寿鏡fiも砲0， 噌尤趣・＃＆、ど碕念 頭1

』侭，

願隠通産凶n画研げ§脾廠鐸竃倒、画爾．ー

紐 咄汰画翻 拶絃屯.

鴎n軒 一醒狗輔

■■■■■■■■■■■■

＆ﾜ'I旬器W･K2砥 ’’舶
姻
一
億
田
一
便
図
一
鶴
伽
帥

1

1】

厩
圃
一
便
匡１

０
１

唇
傭
礎

蔀
町
蔀
町

町
砠
一
側
外

１
１
０
０

ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
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炉
塀
啼
狩

迫仔異竜冊

疋唾紛’
一

脳郡9

哩斗⑪

畢酔一岬呼

一巾 1

｜
州
一

才一臣斗ｆｌ蕗賃1卜
￥淳嘩

総IbW1
－

障害年金センターで作成する

認定調書作成例
（障害認定の時）

障害年金センターで作成する

認定調書作成例
（障害認定の時）(障害認定 時）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

3認定

3－3認定依頼

(1)認定依頼

’
口内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､障

害認定医へ認定の依頼を行う。

【参照］

綴神障害については､【給
付指2016-67】『別添5
精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理

要領｣P8～10，11，15
～18参照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印する場合＞

①障害認定医は､認定調書の【認定医記入欄〕に認定結果を記入し､【認定医

の押印欄】に押印する。

「精神の障害に係る等級判定ガｲドﾗｲﾝ｣(以下､「力ｲドﾗｲﾝ｣という｡)の適

用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定がｲドﾗｲﾝ事務処

理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄〕以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことが明確にわかるよう記入箇所近くに押印を行うこと。

認定結果が不該当となる場合は､障害認定医が認定結果を記入し､その認

定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入すること。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し-担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書に記入す

る。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･ｺﾒﾝﾄは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障害

認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入桐]に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書に認定結果が正しく記入されていることを確認し、

総括表に障害認定医の印鑑を押印する.

④担当者は､認定調書に記入漏れ等がないか確認する。

惨照】

認定依頼に係る事務取扱
については、【給付指
2016-S7】別添4を参照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印しない場合＞

①障害認定医は､認定調書等の【認定医記入欄】に認定結果を記入する。

万ｲドﾗｲﾝの適用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことを担当者が明確にわかるよう｢上記については障害認定医による

記載のものです｡｣等の文言を記入すること。

認定結果が不該当となる場合は､障害認定医が認定結果を記入し､その認

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

3認定
Ⅱ

定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入する。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書等に記入

する。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障

害認定医の指示･ｺﾒﾝﾄであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書等に認定結果が正しく記入されていることを確認

し､総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書等に記入漏れ等がないか確認する．

(2)複数の障害認定医に対する認定依頼

’’
口判断困難な等級変更等の事案は､別の障害認定医に対して医学的な意

見の依頼を行う。

＜別の障害認定医に対して医学的な意見を求める場合＞

以下のような事案に該当する場合は､判断困難対応者に確認した上､別の障害

認定医に対して医学的な意見を求め､より慎重な判断を行う。

・ 障害認定医より､地域の実情(就労支援の状況など)を勘案すべきとの指

摘のあった事案。

・ 障害認定医より､当該障害に対してより専門性を持つ障害認定医の医学

的判断が必要との指摘があった事夷

。 障害状態の判断等について､高度な医学的判定が必要とされる事案。

ー

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第B章

障害年金以外⑱障害認定事務 ■

4。返戻

I

399
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

4返戻
口

4－1 返戻

内容審査の結果､整備できない不備､又は必要な書類が添付されていない様式

1号については､依頼事務センターへ返戻する。

(1)返戻処理

①返戻文書の作成 【補足】

届書を返戻せ毒本人照会

を行い､処理を保留する場

合は､専用のBOX(赤色）
で保管し､年金給付受付シ
ステムの処理状態等｢本人

照会日」を登録する。
本人照会が終了しだ場合
は、処理状態等｢本人照会
済日」を登録する。

｜
I

ロ年金給付受付システムにおいて内部返戻情報登録画面より｢内部返戻

作成中｣を登録後､固艶返戻送付票を作成し齢決裁を受ける。

ロ年金給付受付システムにおいて内部返戻情報登録画面より｢内部返戻

作成中｣を登録後､固艶返戻送付票を作成し齢決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢内部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成す

る。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)を設定する。

②返戻文書の送付

’|･菫言:麓霊壷駕毒…状態等嘘送付膿
口上長の決裁後､年金給付受付システムの処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､依頼事務センターへ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え)と

して返戻先からの照会に備える。

鯵照］

【障害審査支援システム

操作マニュアル】P75~
87｢5障害審査業務(5.10
~5.13)」

■■■■■■■■■ 且
■■■■■■

障害年金審査業務マニュアル
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蕊機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
4返戻

4－2返戻後の再受付

口返戻後､再受付した様式第'号等は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシ

ールを活用し篭年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態

「返戻後の再受付｣を登録する。

口返戻された請求書等を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

返戻中専用の黄BOXに保管されている返戻書類(控え)を廃棄する場合は、

施錠可能な保管場所に4月保管の上､廃棄する。

－
I

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

、

第趨章

障寄年金以外印障害認建事務

第趨章

障寄年金以外印障害認建事務
’

5回答

－

’

402
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
5回答

心

5－1 認定結果の確認

(1)認定件数の確認

’

(2)認定結果の確認

’I
口認定結果が｢国民年金･厚生年金保険障害認定基準｣や既に処分済の

内容と整合性があるか確認を行う。

認定調書の｢事務連絡｣、「認定結果｣及び｢理由及び摘要｣楠を確認し､｢診

断書ｺｰド｣、「差引率｣及び｢併合認定｣等に誤りがないかについても確認するこ

と。

(3)年金給付受付システムへの登録

’

5－2回答

(1)回答の作成

’
口「障害状態及び因果関係の認定結果について(回答)｣(様式第2号)(以

下｢様式2号｣という｡）を作成する。

作成にあたっては､「障害状態及び因果関係の認定結果について(回答)」

(様式第2号)【作成例】を参照する。

(2)決裁

’ロ作成した様式2号について､件数を確認し､上長の決裁を受ける。

(3)回答の発送

｜
□
□

年金給付受付システムに｢処理完了｣を登録する。

事務センターに様式2号､障害状態認定調書(写)(障害認定医の桶にマ

スキングを行うこと｡）及び診断書等を添付して回答する。

障害認定医の氏名が表示されている場合は､マスキングを行った上､事務セ

ンターに回答する。

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

5 回答

5－3障害年金審査支援ツールへの登録

｣

ｴ|ロ認定結果を障害年金審査支援ﾂｰﾙへ入力する。口認定結果を障害年金審査支援ツールへ入力する。
【参照】

障害年令審寶麦援ツール
の操作マニュアルについ

ては、 【給付指
2016-67】別添1参照

障害年金審査支援ツールにて作成対象外の届書の場合については､登録不

要とする。

5－4編綴･保管

□様式1号､診断書(写)及び添付書類(写)等について､整理･編綴の上、

保管する。

□様式1号､診断書(写)及び添付書類(写)等について､整理･編綴の上、

保管する。

①様式1号は､原本を障害年金センターで保管する。

②診断書や受診状況等証明書等の添付書類については､写しを障害年金セン

ターで取得の上､保管する。

’
】－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務
5回答
■■■■■■■■■1■■■

【障害状態及び因果関係の認定結果について(回答)(様式第2号)】

様式第2号

平成年月 日

事務センター年金給付グループ

障害年金センター グループ

､

障害状態及び因果関係の認定結果について(回答）

依頼のありました標記の認定が完了しましたので回答致します。

1．請求者氏名(受給者氏名）

2.基礎年金番号

(特別障害給付金受給資格者番号 ）

3.認定結果(依頼のあった請求等の種類 ）

(1)障害状態の認定（診断書の種類 ）

(2)因果関係の認定

１
１

Ｉ
！

在職中に初診日があ
る傷病との因果関係

認められない認められる

障害厚生年金等(3級）
受給中の傷病との因
果関係

認められない認められる

別紐の認定調書も併せてご確認くださいc

※3紘の障害年金を受給している者がその傷病により死亡した増合には､死亡当時1級
または2級の障害の程度にあったものとみなす。

4.備考

，

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第8章障害年金以外の障害認定事務

5回答
一q

【障害状態及び因果関係の認定結果について(回答)(様式第2号)(作成例)】

様式第2号様式第2号

○○

11

22

））(特別障害給付金受給黄格者番号 ○○一○○○○一○(特別障害給付金受給黄格者番号 ○○一○○○○一○

3.認定結果(依頼のあった請求等の種類3.認定結果(依頼のあった請求等の種類 ））

））(1)障害状態の認定（診断書の種類：(1)障害状態の認定（診断書の種類：
目の脳目の脳 ﾛﾛ

｢等級非該当｢等級非該当

ｊ
ｌ
ｊ
ｌ

認められない認められない認められる認められる

（（ 認められない認められない認められる認められる

ださい。ださい。

※※

4.備考4.備考

障害年金審査業務マニュアル
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第9章

共通資料
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料1 傷病コード及び診断書コード一覧

共通資料1

傷病コード及び診断書コード一覧

血液、造血器の疾

患

糖尿病

新生物

血液、造血器の疾

患

糖尿病

新生物

2424

傷病コード

1 呼吸器系結核 胸膜、気管支、咽頭の結核性

膿胸を含むb

2 IIﾙ、腹膜の結核

3 骨、関節の結核

4 その他の結核

5 榔毒 進行麻揮(精神）

6 精神障害 アルツハイマー

7 脳血管疾患 脳動脈、脳実質外勤脈の狭窄

を含む｡

8 眼の疾患 外傷を含む

9 循喋器系の疾患 高血圧性疾患、レイル症候群、

ビュルガー病等を含む。

10 じん肺症

11 脊柱の外傷 蕎髄損鰯

'’ 上肢の外傷 上肢雛を含む。

13 下肢の外傷 骨盤帯を含む。

傷病コード

胸膜、気管支、咽頭の結核性

膿胸を含むわ

呼吸器系結核1

II’、 II劃膜の結核2

'職関節の結核3

その他の結核4

進行麻癒(精神）梛毒

５

アルツハイマー精神障害6

脳動脈、脳実質外動脈の狭窄
■

を含む暦

脳血管疾患7

外鰯を含む眼の疾患8

高血圧性疾患、レイル症候群、

ビュルガー病等を含む。

循磯器系の疾患9

じん肺症10

脊髄損傷脊柱の外傷

上肢の夕鴫

11

上肢幣を含む。12

骨盤帯を含む。下肢の外傷1.3

塘尿病性の各疾患を含む。塘尿病性の各疾患を含む。25

窃

一
邪2G ホジキン病、多発性紳髄腫、

白血病等を含む。

筋ジストロフィ－､筋無力症、

スモン、ベーチェット、大腿

骨骨頭無腐性壊死、膿原病等

ホジキン病、多発性紳髄腫、

白血病等を含む。

筋ジストロフィ－､筋無力症、

スモン、ベーチェット、大腿

骨骨頭無腐性壊死、膿原病等

27 1その他その他27

28 知的障害(精神遅
国年のみ

洲）

知的障害(精神遅

洲）

28

国年のみ

診断書コード

新法

永久固定

呼吸器疾患

様式120号の5

循環器疾患

儀式120号の6－(1)

聴力・口腔

様式120号の2

眼の朧書

様式120号の1

肢体障害

様式120号の3

瀞'ド障需

様式120号の4

藩･肝疾患、

糖尿猫

様式120号の6－(2)

血液･造血器、

その他

様式120号の7

診断書コード

新法

永久固定

呼吸器疾患

様式120号の5

循環鵠疾患

儀式120号の6－(1)

聴力・口腔

様式120号の2

眼の障害

様式120号の1

肢体障害

様式120号の3

織'ド障寄

様式120号の4

藩･肝疾患、

糖尿猫

康式120号の6－(2)

血液･造血器、

その他

儀式120号の7

旧法

永久固定

呼吸器疾患

様式4

旧法

永久固定

呼吸器疾患

様式4

11

りーりー

33

脳挫傷脳挫傷14 1その他の外鰯その他の外鰯14
44

喝
一
睡

15

1G外傷を含之恥

頚腕症候群､後縦靭帯骨化症、

椎間板ヘルニア等

関節ﾘｳﾏﾁ、変形性関節症等

ｰｷﾝｿﾝ病､舞踏病､脊髄小脳

変性症、てんかん、多発性硬

化症、筋萎縮性側索硬化症

気管支ぜんそく、気管支拡張

症、肺気腫等

外傷を含之恥

頚腕症候群､後縦靭帯骨化症、

椎間板ヘルニア等

関節ﾘｳﾏﾁ、変形性関節症等

ｰｷﾝｿﾝ病､舞踏病､脊髄小脳

変性症、てんかん、多発性硬

化症、筋萎縮性側索硬化症

耳の疾患
一

脊柱の疾患

耳の疾患

脊柱の疾患

眼･聴力･口腔

機式1

眼･聴力･口腔

様式1

肢体障害

様式2

糖神障害

様式3

肢体陣省

様式2

精神障害

様式3

＝

｡
＝

｡

1717

66

'8 1関節疾患
,段 ｜中枢神経の疾患

関節疾患18

中枢神経の疾患19
77

内科疾患

様式5

内科疾患

様式5

88

20 1呼吸器の疾患呼吸器の疾患20

芸儂慧
鴨疾患21

肝疾患22

その他の陳害

様式6

その他の陳害

様式6

99

23 消化器系の疾患 腸閉塞、腹膜癒着、胆のう、

胆道、膵臓の疾患を含む。

腸閉塞、腹膜癒着、胆のう、

胆道、膵臓の疾患を含む。

消化器系の疾患23

’
ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共演資料2診断書様式ごとの留意事項

【共通資料2診断書様式ごとの留意事項】

(眼の障害用）

⑯ 卿溌年金
厚生年金健瞳 診 断書 く眼の障Wiﾘ） 繊式輔】20号の』

| '豊郷I性別|進罵”’生隼月日闇’
研砲
1，浬

男・女挙 月 g生《 色｝

ザ齢fⅡ
●
一
ｍ郡
区

邸苅
府曝

化僚i

『
夢
璽
即
で
売
露
豆
－
た
罠
４
比
の
争
鹿
零
⑲
は
争
う
夢
を
○
で
厘
兆
。

本
人
劾
申
逆
昌
の
舞
曲
鯵
。
垂
れ
傘
一
唾
取
Ｌ
弗
隼
脚
刊
住
雇
入
Ｌ
で
く
麗
堂
い
。

叩和 抄序舜で毒額
堅 月 樫 卜人命＊立名

祁旗 《 隼 周 Ⅱ1１
１

震P

唇鰕の発生零J1屋

■
■
早
凸 歩

四
丁
生
炉

抵彌の陳1M
と戦った
臓矯翁

翼
屯
１１

罹
璽
ｌ

全
中
蝿

緑
力
躯
人
心

診
水
Ｉ

叩砲
煙 月 E

平鹿
卿叫嘩吻観めて穰
鱈の診戴全受けた臼

|幟疑搾’疑徒嬢’1)協尉の原佃
又は臆I剛

喝玩存
障榔

初曾隼月日(昭和･平成年 月－－日1

蝿
定

⑦
傷摘が法っ斌繼銅窺だして瀧叡

”効果が覇佛できない状鑿を含

む.淵､ど”玲 ‘
随
掘
一
輻

I畠鋳が治って¥噸番台．｡．……・捲った日 半成 年 月 日

幅病が騰っていない理‘合……・・癌状の上<なる兇込 H ・ 差

樋動斯害作成屍頓椴闇に
無ける副訪廊苛蝿

初鯵年月日
1MW･半光り 川 昌】

I診疵回測年間 理． 脚平均 回勘
現在室での治爽の内
客.割偲.誰過､その
他の篝となる癖頃

乎
術
歴Ｉ
Ｆ
術
厘

鉱位 座 ． 小
嚢球調賎・毛”魁の手術
罪術名《
手帯年月国（ 隼

〕

混 日）

(平歳 年 月 日現痙）曲 漣 客 の 板 鯉

（1）掠力 《視力澗禮切捺砿甑麗腫2“ルク式として<樫い､1

Ｉ
■
ｕ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｈ
Ⅲ
日
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｂ
ｂ
■
■
■
■

（
お
願
い
》
鐘
脊
の
状
態
は
、
診
療
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（4）画面穐礎・鞭侭機礎・蹄孔（4）画面穐礎・鞭侭機礎・蹄孔(2)①視野 ゴール】E滝･ﾝ祖野計含用い尋珊合は1忽の悦禰で測だしてくださ}、
上

（
・
お
願
い
）
大
文
字
の
欄
は
、
記
入
濁
れ
が
な
い
よ
う
に
龍
入
し
て
く
だ
さ
い
．

(5)まぶた”欠扣・まぶた”選動

肉 騎 列

(6)眼球の連動

下 下

②1吋0心模ﾂfゴール腰rs埼見野叶壷用いる場合ば|I/2㈱椙樵で漉進して<鍵“

左 上 右 上
②2中心視野の同腹(I/2の測定瞳）

外 侭 外

虚

増,祖野津湖がある場合腱､聴記"(2)①視野と②1
111心撹野lこ劇腱諭果を認入してください下

(塗.見えない郵分について理又は鼠掴蟻で坐りっぶLJてく超乱|L) T
唾健司の日鮪生活活
動能力及び労働総力
1あが唾入して<轄部､園》

鰹
予 後
I必T鹿入して《ｵﾐさい.】 |噂． 。 ’

輿

備 考

本人の障害の程度及び状態に無関係厳禰には槌入Fする必要i錘7り薑せ火,勺<舞関係な梅は､麟線により抹禰してください.）

上鉦の轡jり.誰砺しまP偽 平成 竿 月 日

病院又低紗癩所の名称 診調旦当科名

所 在 埋 醒師氏名 印

■■■■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断害様式ごとの留意事項

(1)主な傷病名

白内障緑内障､プドｳ膜炎､眼球萎縮､癒着性角膜白斑､網膜脈絡膜萎縮､網膜

色素変性症､糖尿病性網膜症､網膜はく離など

(2)留意事項

○診断書①樹～⑨欄

診断書①欄から⑨欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるので､記入漏れがないこと。

診断書②と③欄の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその申立

て年月日が必ず記入されていること｡（本人の申立てが､診断書作成医療機関の初

診時問診で確認できるのか龍診断書を持参したときの申立てなのか判断するため｡）

【ポイント】
網膜色素変性症や先天性
の眼疾患の初診日につい
ては、障害隼金の初診日に

関する調査票〔先天性障害
（網膜色素変性症等)：眼
用〕を審査する際の資料と
する。

○診断書⑩欄｢障害の状態(平成年月 日現症)」

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので､現症日

が記入されていること｡また､次の項目についても確認すること。

・視力や視野の検査値及び所見が記入されていること。

． 「矯正視力｣は､矯正眼鏡又はコンタ外レンズを使用することにより得られた視

力が記入されていること｡視力が矯正できない場合は､「矯正不能｣と記入され

ていること。

・視野障害がある場合は､｢視野｣及び｢中心視野｣にゴールドﾏﾝ視野計のI/4

及びI/2の視標(ゴールドマン視野計以外の測定によるときは､これに相当す

る視標)で計測した視野が記入されていること。

また､「②－2中心視野の角度｣には､左右8方向の角度及びそれらの合計し

た角度が記入されていること｡ただし、 I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5

度以内におさまっているものは､「②－2中心視野の角度｣が記入されていない

場合でも障害の程度を審査することが可能である。

○診断書⑪欄｢現症時の日常生活活動能力及び労働能力」

障害の程度の認定にあたって重要な意味を持つので､現症時において日常生活

がどのような状況であるのか､また､どの程度の労働ができるのか等が必ず記入され

ていること。

○診断書⑫欄｢予後」

診断時点において断定できない場合にあっても､「不詳｣等と必ず記入されている

こと．

’
○診断書作成年月日等

診断書の作成年月日等の記入漏れがないこと。

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共通資料2診断書様式ごとの留意事項

(聴覚､鼻腔機能､平衡機能､そしゃく､嚥下機能､言語機能の障害用） （1／2）

様式第120号の2

熟測燃綴崎"卿）需声又は震鮪樋崖（⑬
閏民年金
厚生年金保険

室
自診 断

|"! ’性別|塗娠"’生年月日
咽和
平成

（ブリガナ）

氏 名
竿 胤 日生（ 蝋） 男・女

畔H
IWI1
区

住所地の

~n~卜
梛道
府朏随 所

『
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ア船眼での起立･立依保持の状態
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2不安定である画
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その他（ ）

ウ
ー
２

lまっすぐ歩き通す．

2多少伝倒しそうになったりよろめいたりするが、

どうにか歩き通すb

3種側ある¥,は鴨しく上るめい急歩行を中断

せざるを1I}なし始

ウ自堂症状･他撤所拠及び検韮所見

３
４

一
団
６
７
８

障害年金審査業務マニュアル

411

I

I

I

聴力しべル

右 “左 “

1 1 1 1

1 1 1 1

1

I

I

I D I

1 1 1

■■■■

I

1 1

1 1

般良諦憲W1瞭疫

右 ％ 左 船



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第9章共通資料

共這資料2診断書様式ごとの留意事項
－

(1)主な傷病名

メニエール病､感音性難聴､突発性難聴､頭部外傷又は音響外傷による内耳障

害､混合性難聴､喉頭腫瘍､上下顎欠損､脳血管障害等による言語機能障害な

ど

(2)留意事項

○診断書①欄～⑨欄

診断書①欄から⑨欄の記載事項(障害の原因となった傷病名､初めて医師の診

療を受けた日等)は､障害の状態にかかる診断記録とともに､年金の審査で不可欠

な事項となるので記入漏れがないこと。

診断書②と③欄の｢本人申立て｣に○が付されている場合は､（ ）内にその申立

て年月日が必ず記入されていること｡（本人の申立てが､診断書作成医療機関の初

診時問診で確認できるのか､診断書を持参したときの申立てなのか判断するために

必要となる｡）

【ポイント】

先天性の聴力疾患の初診
日については、障害年金の

初診日に関する調査票〔先
天性障害冒耳用〕を藷査す
る際の資料とする。

○診断書⑩欄｢障害の状態(平成年月 日現症)」

いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで重要な事項となるので､現症日

が記入されていること､また､次の項目についても確認すること。

【聴覚障害】

･聴力レベルは､補聴器を使用しない状態で､オージオメータによって測定された

デシベル値で記入されていること。

、聴覚の障害で障害年金を受給しておらず､両耳の｢聴力レベルjが100デシベ

ル以上と記入されている場合は､オージオメータによる検査に加えて､聴性脳

幹反応検査(ABR)等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査(遅延促音

検査､ロンバールテスト､ステンゲルテｽﾄなど)の結果(検査の方法及び検査所

見)が記入され､その記録データのｺピｰ等が添付されていること。

、両耳の平均純音聴力レベル値が90デシベル未満の場合は､最良語音明瞭度

が記入されていること。（最良語音明瞭度と聴力の組み合わせにより､2級また

は3級に該当する場合があるため｡）

【平衡機能障害】

・平衡機能にかかる状態及び症状所見･検査所見が記入されていること。

【そしゃく､嚥下機能の障害】

・そしゃく､嚥下機能の障害の状態及び症状所見･検査所見が記入されているこ

と。
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